
７全普高第１６号 

                                                           令和７年６月１３日 

 

 アンケート対象校 高等学校長 様 

 

                   全国普通科高等学校長会理事長 内田 隆志  

                                            （東京都立三田高等学校長） 

                    同  教育課程研究委員長 山崎 寛雄 

                         （千葉県立柏中央高等学校長） 

 

教育課程研究委員会のアンケート調査について（依頼） 

 

 日頃から、教育課程研究委員会の活動にご協力いただき、ありがとうございます。 

 本委員会は、これまで学習指導要領に基づく教育課程の編成、実施、課題等について検

証し、教育課程の在り方について調査研究を行ってきました。 

 今年度の研究主題は、引き続き「学習指導要領実施上の教育課程の研究」とし、国の第

４期教育振興基本計画を踏まえ、未来を見据えた教育課程の在り方に関連する調査研究を

行うことといたしました。 

 つきましては、下記の要領でアンケート調査をいたしますので、ご多用のところ誠に恐

縮に存じますが、ご協力くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 研究主題  「学習指導要領実施上の教育課程の研究」 

 

２ 趣  旨   学習指導要領に関連して、「各教科における探究活動」に関する取組と

課題、「アントレプレナーシップ（起業家精神）を育む学び」に関する取

組と課題、「遠隔授業を活用した学び」に関する取組と課題の３つの柱に

ついて調査、分析することにより、今後の教育課程の改善に資するとと

もに、これからの教育課程の在り方を考える。 

 

      ※「アントレプレナーシップ教育」「遠隔授業」については別紙をご参照ください。 

 

３ 調査対象校 各都道府県の教育課程研究委員会において、アンケート調査に適すると 

して抽出された普通科を設置している高等学校（他科との併置校も含む）。 

全日制・定時制併置校等は、全日制普通科が回答してください。 

 

４ 調査事項  研究主題に関するアンケート調査 

アンケート調査は、フォームスで回答をお願いします。 

下記の URL または QR コードより「令和７年度全国普通科高等学校長会



教育課程研究委員会アンケート」へアクセスし、必要事項を御記入の上、

送信をお願いします。 

 

「令和７年度全国普通科高等学校長会 

教育課程研究委員会アンケートフォームス」  

【URL】 https://forms.office.com/r/RSc0YSrMX9 

 (ＵＲＬをクリックしていただければ、リンク先に移行できます。 

リンク先に移行できない場合は、ＵＲＬをコピーして Webで検索をお願いします。) 

   

５ 回答対象者  校 長 

 

６ 回答の方法 

フォームスでの回答は、必要事項を記入の上、「送信」ボタンを押していただければ、

自動で担当まで送信されます。回答方法についての問合せは、下記担当宛て御連絡くだ

さい。 

 

 

７ アンケート調査担当      千葉県立柏中央高等学校長   山崎 寛雄 

電話番号  04-7133-3141 

ＦＡＸ番号 04-7133-3641 

E-mail   h.ymzk35@pref.chiba.lg.jp  
 

      千葉県立千葉東高等学校校長  齋藤 則夫 

電話番号  043-251-9221 

ＦＡＸ番号 043-255-6575 

E-mail   n.situ43@pref.chiba.lg.jp  

 

８ 回答期限   令和７年７月１７日（木） 

 

※ 御多用のところ大変申し訳ございませんが、集計の都合上、期限内に御回答 

いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

https://forms.office.com/r/RSc0YSrMX9


（別紙）参考資料 

 

アントレプレナーシップ教育について 

 

遠隔授業について 

文部科学省では、アントレプレナーシップを「急激な社会環境の変化を受容し、新たな

価値を生み出していく精神」と捉え、自ら社会課題を見つけ、課題解決に向かってチャ

レンジしたり、他者との協働により解決策を探求したりすることができる知識・能力・

態度を身に付ける教育をアントレプレナーシップ教育（以下、「アントレ教育」） と位

置付けてきました。「起業家教育」と書く場合もありますが、趣旨は同じです。したが

って、将来は起業に限らず、例えば、企業で新規事業の立ち上げや、NPO などのスモー

ルビジネスを行ったり、多様な形で社会や地域特有の課題解決等に貢献することが期待

されます。 

 

教育委員会月報 2023 年 5 月（以下リンク） 

高校生等へのアントレ教育の拡大について 

「高等学校等（全日制及び定時制課程の高等学校、中等教育学校の後期課程並びに特別

支援学校の高等部という。以下同じ。）においては、平成 27 年４月より、遠隔授業を正

規の授業として制度化し（学校教育法施行規則第 88 条の３）、多様なメディアを高度に

利用して、授業を行う教室等以外の場所で履修させる授業（以下「メディアを利用して

行う授業」という。）を行うことができることとなっています。」（２文科初第１８１８

号令和３年２月２６日高等学校等における遠隔教育の実施に係る留意事項について（通

知）） 

 

文部科学省 HP リンク 

高等学校における遠隔授業 

※ここでは、「合同授業型」「教師支援型」「教科・科目充実型」のいずれかに当てはま

るものを「遠隔授業」と考えます。「授業を行う教室等以外の場所で履修させる授業」

なので、もちろん校内の別教室同士を結ぶものも該当すると考えます。  

https://www.mext.go.jp/content/20230515-mxt_syoto01-000029781_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20210514-mxt_koukou01-0000007812_01.pdf

